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資 料 編 
 

１ 健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針 

 

都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針 

（平成３１年３月２９日市長決裁） 

１ 趣旨 

 日本は世界有数の長寿国です。平均寿命が８０歳を超えている現在において、一人ひとりが心豊か

な人生をおくるためには、できるだけ長く健康であり続けることが大切です。 

市は、生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生をおくることができるまちを目指しています。 

このことから、更なる健康寿命の延伸を図るとともに、健幸都市の実現に向けた市の取組を推進し

ていくことを目的として、｢健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針｣を策定するもの

です。 
 

※健幸：「健康」と「幸せ」は、すべての人の願いであるとの考えから、「健幸＝健康で幸せ」を意

味した造語。 
 

２ 基本的な考え方 

生きがいを持ち、自立した生活で自分らしい人生をおくるためには、健康であることが一つの大き

な要素であり、健康寿命の延伸は人間の幸せに深く関わるものです。 

また、副次的な効果として医療や介護に要する経費の縮減をもたらし、市民の負担軽減や安定した

行政運営にも寄与するものです。 

健幸都市は、個人による健康づくりと社会的な支えが結びついて、はじめて実現します。 

そのため、個人が自助努力をしやすい環境を整えるとともに、市だけではなく、市民、企業、団体

などの関係者が協力して健康寿命の延伸に取り組んでいきます。 
 

３ 取組方針 

 健康寿命を伸ばすには、子どもの頃から望ましい生活習慣や運動習慣を身につけ、自立した生活を

妨げる要因となる生活習慣病などの病気にならないことが大切です。 

 また、地域活動やボランティア活動などの社会活動に参加し、社会的に孤立しないことも大切です。 

 そのため、「生活習慣を改善すること」、｢病気を予防すること｣及び「社会環境を整備すること」

に重点を置き、それらを、運動、食生活、社会参加、予防と早期発見、環境づくりの５つに分類し、

取組方針を定めます。 

 

＜５つの取組方針＞ 

取組方針① 身体機能を維持・改善する運動習慣の定着 

取組方針② 身体を良好な状態に保つ食生活の実践 

取組方針③ 孤立を防ぐ社会参加の促進 

取組方針④ 病気を予防・早期発見する受診の促進 

取組方針⑤ 健康づくりにつながる環境の整備 

健幸 
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４ 各方針の内容等 

取組方針① 

身体機能を維持・改善する運動習慣の定着 

楽しみながらできる身体活動を増やし、体力向上や筋肉量・身体機能の維持、高齢者

の転倒予防につなげる取組を行います。 

体を動かすことは、筋肉の量を増やし、その機能を向上させ、また、血圧や

血糖値などの数値を改善させます。幼少期から、運動・身体活動を習慣化し、

継続して取り組むことで、病気になりにくい身体を手に入れることができます。 

運動習慣の定着には、それぞれの世代に適した、楽しみながら取り組むこと

ができる運動・身体活動を開発し、紹介し、普及させることが大切です。 

このため、スポーツ・運動関係の部署をはじめ、様々な関係機関が連携協力

して効果的な施策に取り組みます。 

取組内容 

･既存事業の活用 

･新規事業の実施 

・元気ゆうゆう体操をはじめとした介護予防運動の普及促進 

・市民が気軽に参加できる運動・身体活動イベントの実施 

・幅広い年代を対象とした運動・身体活動イベントの実施 

・ウォーキングマップの活用の促進 

・市民の体力向上・運動習慣定着の促進 

関 係 課 
保険年金課 産業振興課 保 育 課 青 少 年 課 高齢介護課  

健 康 課 教育指導課 社会教育課 中央公民館  

 

取組方針② 

身体を良好な状態に保つ食生活の実践 

おいしく食べて望ましい食習慣の定着を図る取組を行います。 

食事は、健康な身体を維持するための最も基本となるものです。おいしいと

感じながら適正な量と栄養バランスのとれた食事をとることは、円滑な消化と

生体バランスを整えることにも役立ちます。 

また、幼少期から食べるために必要となる歯や口腔の機能を良好に保ち、望

ましい食習慣を継続することは、健康寿命の延伸に大きな効果をもたらします。 

このため、研究機関や食品事業者のみならず、保育施設や学校など、様々な

関係機関が連携協力して効果的な施策に取り組みます。 

取組内容 

･既存事業の活用 

･新規事業の実施 

・市民が気軽に参加できる栄養・食に関するイベントの実施 

・企業、団体などと協働し、幅広い年代の市民を対象にした栄養・食に関する

イベントの実施 

・健康づくりメニューの考案や活用 

・給食提供施設と連携協力した栄養・食に関するイベントの実施 

・食育事業との連携協力 

関 係 課 保険年金課 産業振興課 保 育 課 高齢介護課 健 康 課  

教育指導課 給 食 課 中央公民館 
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取組方針③ 

孤立を防ぐ社会参加の促進 

社会活動への参加を促し、社会的なつながりによる健康づくりの促進を図る取組を行い

ます。 

社会活動に参加し、人との交流を通じて楽しみや役割を持つことは、人生に

活力を与え、健康的な生活にも役立つものです。また、生涯現役で活動を続け

ることは、健康を保つために有効といわれています。 

さらに、雇用の機会や幅広い市民が集う場を提供することで、社会的孤立の

防止や生涯現役を望む元気な高齢者の活躍を期待できます。 

このため、世代や属性を超えた取組が可能となるよう、様々な部署や関係機

関が連携協力して効果的な施策に取り組みます。 

取組内容 

･既存事業の活用 

･新規事業の実施 

・多様な実施主体による様々なイベントの実施 

・地域活動の促進 

・多様な媒体や方法での情報発信の充実による社会参加の促進と普及・啓発 

関 係 課 保険年金課 地域振興課 産業振興課 福祉推進課 高齢介護課  

生活福祉課 健 康 課 社会教育課 中央公民館 

 

取組方針④ 

病気を予防・早期発見する受診の促進 

健康を維持していくため、病気の予防や早期発見に有効な、予防接種や健(検)診の受

診の促進を図る取組を行います。 

病気にかからず、また病気から速やかに回復するためには、予防接種の実施

や、健(検)診によって異常を発見した場合に速やかに医療機関に受診するなど、

予防への取組や治療に向けて早期に対応することが不可欠です。 

また、かかりつけの医師や歯科医師、薬剤師の定着は、早期に適切な対策を

とる市民の増加につながります。 

このため、診療所や保健所などの保健医療機関をはじめ、様々な関係機関が

連携協力して効果的な施策に取り組みます。 

取組内容 

･既存事業の活用 

･新規事業の実施 

・予防接種、健(検)診事業の充実 

・健(検)診後のフォローの実施や充実 

・かかりつけの医師や歯科医師、薬剤師の定着の促進 

関 係 課 保険年金課 高齢介護課 健 康 課 
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取組方針⑤ 

健康づくりにつながる環境の整備 

市民、地域、市などが連携協力し、快適で、より健康づくりを促す住環境を整備する取

組を行います。 

歩きたくなる街並みや行きたくなる場所に関する情報の発信や、高齢者や障

害のある方、子育て世代が出かけやすい環境の整備は、個人の健康づくりを促

すだけでなく、人と人とのつながりのきっかけともなり、生活の充実につなが

るものです。 

また、タバコの吸殻などゴミのないまちやユニバーサルデザインに配慮され

たまち、施設や設備がバリアフリー化されているまちは、多くの人の快適さを

向上させ、精神的な健康の増進にも役立ちます。 

このため、市民、自治会、その他の社会資源や、保健福祉の関係機関のみな

らず、まちづくりの関係機関が連携協力して効果的な施策に取り組みます。 

取組内容 

･既存事業の活用 

･新規事業の実施 

・市報、市公式ホームページ、ＳＮＳ等の情報媒体の充実 

・施設や設備のバリアフリー化の促進 

・ユニバーサルデザインの更なる普及 

・道路、公園などの清掃・管理・整備の充実 

・特色ある公園づくりの推進 

・受動喫煙防止の推進 

関 係 課 
総務管財課 子育て支援課 福祉推進課 障害福祉課 高齢介護課 

生活福祉課 健 康 課 環 境 課 都市計画課 土 木 課 建 築 課 

社会教育課 中央公民館  

 

５ その他 

（１）この方針の推進のため、市制５０周年記念事業において、健幸都市宣言を行い、また、本方針

を反映した新規事業(仮称「健康寿命延伸プロジェクト事業」)や既存事業に取り組むこととしま

す。なお、この方針に基づく事業など、具体的な内容については、今後、アクションプランを策

定していくものとします。 

（２）この方針に基づく取組についての進行管理は、健康課及び企画課が行うこととします。 
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２ 健康増進法 

 

 健康増進法 

施行日： 令和二年四月一日 

（平成三十年法律第七十八号による改正） 

 

第一章 総則 

（目的） 
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著し

く増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄

養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 

（国民の責務） 

第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとと

もに、健康の増進に努めなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関

する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図ると

ともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。 

（健康増進事業実施者の責務） 

第四条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業（以下「健康増進事業」

という。）を積極的に推進するよう努めなければならない。 

（関係者の協力） 

第五条 国、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民

の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

（定義） 

第六条 この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。 

一 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康

保険組合連合会 

二 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会 

三 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は

国民健康保険団体連合会 

四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は

国家公務員共済組合連合会 

五 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又

は全国市町村職員共済組合連合会 

六 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共

済事業団 

七 学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）の規定により健康増進事業を行う者 

八 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）の規定により健康増進事業を行う市町村 

九 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の規定により健康増進事業を行う事業者 
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２ 健康増進法 

 

 健康増進法 

施行日： 令和二年四月一日 

（平成三十年法律第七十八号による改正） 

 

第一章 総則 

（目的） 
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著し

く増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄

養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 

（国民の責務） 

第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとと

もに、健康の増進に努めなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関

する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図ると

ともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。 

（健康増進事業実施者の責務） 

第四条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業（以下「健康増進事業」

という。）を積極的に推進するよう努めなければならない。 

（関係者の協力） 

第五条 国、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民

の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

（定義） 

第六条 この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。 

一 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康

保険組合連合会 

二 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会 

三 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は

国民健康保険団体連合会 

四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は

国家公務員共済組合連合会 

五 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又

は全国市町村職員共済組合連合会 

六 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共

済事業団 

七 学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）の規定により健康増進事業を行う者 

八 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）の規定により健康増進事業を行う市町村 

九 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の規定により健康増進事業を行う事業者 
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十 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、

健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合 

十一 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定により健康増進事業を行う市町村 

十二 この法律の規定により健康増進事業を行う市町村 

十三 その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの 

第二章 基本方針等

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を

定めるものとする。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 

二 国民の健康の増進の目標に関する事項 

三 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項 

四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項 

五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項 

六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項 

七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議する

ものとする。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

（都道府県健康増進計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計

画（以下「都道府県健康増進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策につ

いての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県

又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。 

（健康診査の実施等に関する指針） 

第九条 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びそ

の結果の通知、健康手帳（自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。）の交付その他の措置に関し、

健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針（以下「健康診査等指針」という。）を定めるものとす

る。 

２ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及

び文部科学大臣に協議するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

第三章 国民健康・栄養調査等

（国民健康・栄養調査の実施） 

第十条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取

量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 
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２ 厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以下「研究所」という。）に、国民健康・栄養調

査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 

３ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、その管轄区域内の国民

健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。 

（調査世帯） 

第十一条 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を

定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。 

２ 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。 

（国民健康・栄養調査員） 

第十二条 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置

くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 

（国の負担） 

第十三条 国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。 

（調査票の使用制限） 

第十四条 国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用

してはならない。 

（省令への委任） 

第十五条 第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査

の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

（生活習慣病の発生の状況の把握） 

第十六条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とが

ん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病（以下単に「生活習慣病」という。）との相関関係を明らかにするた

め、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。 

（食事摂取基準） 

第十六条の二 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・

栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養

摂取量の基準（以下この条において「食事摂取基準」という。）を定めるものとする。 

２ 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項 

二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項 

イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄

養素 

ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定

める栄養素 

３ 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

第四章 保健指導等

（市町村による生活習慣相談等の実施） 

第十七条 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管

理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの
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２ 厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以下「研究所」という。）に、国民健康・栄養調

査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 

３ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、その管轄区域内の国民

健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。 

（調査世帯） 

第十一条 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を

定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。 

２ 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。 

（国民健康・栄養調査員） 

第十二条 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置

くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 

（国の負担） 

第十三条 国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。 

（調査票の使用制限） 

第十四条 国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用

してはならない。 

（省令への委任） 

第十五条 第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査

の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

（生活習慣病の発生の状況の把握） 

第十六条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とが

ん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病（以下単に「生活習慣病」という。）との相関関係を明らかにするた

め、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。 

（食事摂取基準） 

第十六条の二 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・

栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養

摂取量の基準（以下この条において「食事摂取基準」という。）を定めるものとする。 

２ 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項 

二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項 

イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄

養素 

ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定

める栄養素 

３ 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

第四章 保健指導等

（市町村による生活習慣相談等の実施） 

第十七条 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管

理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの
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相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとす

る。 

２ 市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適

当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 

（都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 

第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするも

のを行うこと。 

二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行う

こと。 

三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 

２ 都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村

の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うも

のとする。 

（栄養指導員） 

第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務（同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係

るものに限る。）を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の

職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。 

（市町村による健康増進事業の実施） 

第十九条の二 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定める

ものの実施に努めるものとする。 

（都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施） 

第十九条の三 都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市

町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行

うものとする。 

（報告の徴収） 

第十九条の四 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定す

る業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 

第五章 特定給食施設

（特定給食施設の届出） 

第二十条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚

生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所

在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内

に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 

（特定給食施設における栄養管理） 

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知

事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施

設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。 
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３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わ

なければならない。 

（指導及び助言） 

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保

するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。 

（勧告及び命令） 

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違

反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるとき

は、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（立入検査等） 

第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認

めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施

設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければ

ならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

第六章 受動喫煙防止

第一節 総則 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止

に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果

的に推進するよう努めなければならない。 

（関係者の協力） 

第二十六条 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設（敷地を含む。以下この章において同じ。）及び旅客運送

事業自動車等の管理権原者（施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章にお

いて同じ。）その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効

果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

（喫煙をする際の配慮義務等） 

第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等（以下この章において「特定施設等」という。）の第二十九条

第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周

囲の状況に配慮しなければならない。 

２ 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせる

ことがない場所とするよう配慮しなければならない。 

（定義） 

第二十八条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 たばこ たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する

喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。 

二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙（蒸気を含む。次号及び次節において同じ。）

を発生させることをいう。 
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３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わ

なければならない。 

（指導及び助言） 

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保

するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。 

（勧告及び命令） 

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違

反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるとき

は、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（立入検査等） 

第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認

めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施

設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければ

ならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

第六章 受動喫煙防止

第一節 総則 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止

に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果

的に推進するよう努めなければならない。 

（関係者の協力） 

第二十六条 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設（敷地を含む。以下この章において同じ。）及び旅客運送

事業自動車等の管理権原者（施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章にお

いて同じ。）その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効

果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

（喫煙をする際の配慮義務等） 

第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等（以下この章において「特定施設等」という。）の第二十九条

第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周

囲の状況に配慮しなければならない。 

２ 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせる

ことがない場所とするよう配慮しなければならない。 

（定義） 

第二十八条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 たばこ たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する

喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。 

二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙（蒸気を含む。次号及び次節において同じ。）

を発生させることをいう。 
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三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。 

四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。 

五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。 

イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令

で定めるもの 

ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎（行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。） 

六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。 

七 喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを

主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。 

八 旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶

をいう。 

九 旅客運送事業自動車 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行

うためその事業の用に供する自動車をいう。 

十 旅客運送事業航空機 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運送事業者（旅客の運送を行うも

のに限る。）が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。 

十一 旅客運送事業鉄道等車両 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うもの

に限る。）及び索道事業者（旅客の運送を行うものに限る。）並びに軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道

経営者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。 

十二 旅客運送事業船舶 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による船舶運航事業者（旅客の運送を行うもの

に限る。）が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶（船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第一条に規

定する日本船舶に限る。）をいう。 

十三 特定屋外喫煙場所 第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、

厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働

省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。 

十四 喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発（喫煙を伴うものに限る。）の用に供する場所をいう。 

第二節 受動喫煙を防止するための措置 

（特定施設等における喫煙の禁止等） 

第二十九条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特

定施設等の当該各号に定める場所（以下この節において「喫煙禁止場所」という。）で喫煙をしてはならない。 

一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所 

イ 特定屋外喫煙場所 

ロ 喫煙関連研究場所 

二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所 

イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所 

ロ 喫煙関連研究場所 

三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所 

四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所 

五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所 

２ 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号までに掲げ

る特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。 
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（特定施設等の管理権原者等の責務） 

第三十条 特定施設等の管理権原者等（管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節にお

いて同じ。）は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供する

ことができる状態で設置してはならない。 

２ 特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、

喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。 

３ 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙

をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。 

４ 前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要

な措置をとるよう努めなければならない。 

（特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言） 

第三十一条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必

要な指導及び助言をすることができる。 

（特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等） 

第三十二条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に

供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去

その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することが

できる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかっ

たときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（喫煙専用室） 

第三十三条 第二種施設等（第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第

三十七条第一項第一号において同じ。）の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であっ

て、構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止する

ための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室（次項及び第三項第一号において「基準適合室」と

いう。）の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。 

２ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができ

る場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次

に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙専用室標識」という。）を掲示しなければならない。 

一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨 

二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところに

より、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節に

おいて「喫煙専用室設置施設等標識」という。）を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出

入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。 

一 喫煙専用室（前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項にお

いて同じ。）が設置されている旨 

二 その他厚生労働省令で定める事項 
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（特定施設等の管理権原者等の責務） 

第三十条 特定施設等の管理権原者等（管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節にお

いて同じ。）は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供する

ことができる状態で設置してはならない。 

２ 特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、

喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。 

３ 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙

をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。 

４ 前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要

な措置をとるよう努めなければならない。 

（特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言） 

第三十一条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必

要な指導及び助言をすることができる。 

（特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等） 

第三十二条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に

供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去

その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することが

できる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかっ

たときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（喫煙専用室） 

第三十三条 第二種施設等（第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第

三十七条第一項第一号において同じ。）の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であっ

て、構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止する

ための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室（次項及び第三項第一号において「基準適合室」と

いう。）の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。 

２ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができ

る場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次

に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙専用室標識」という。）を掲示しなければならない。 

一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨 

二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところに

より、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節に

おいて「喫煙専用室設置施設等標識」という。）を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出

入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。 

一 喫煙専用室（前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項にお

いて同じ。）が設置されている旨 

二 その他厚生労働省令で定める事項 
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４ 喫煙専用室が設置されている第二種施設等（以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。）の管理権原者

は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合する

ように維持しなければならない。 

５ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせて

はならない。 

６ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしよう

とするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。 

７ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすること

ができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施

設等標識を除去しなければならない。 

（喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等） 

第三十四条 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める

技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、当該喫煙専用室に

おいて掲示された喫煙専用室標識及び当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識（喫

煙専用室設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されている場合にあっては、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙

専用室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。）を直ち

に除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該

喫煙専用室の供用を停止することを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に従わなかったと

きは、その旨を公表することができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をと

らなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（喫煙目的室） 

第三十五条 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設

備がその室外の場所（特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための基準とし

て厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室（次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。）の場所

を喫煙をすることができる場所として定めることができる。 

２ 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場

所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲

げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙目的室標識」という。）を掲示しなければならない。 

一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨 

二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところに

より、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節に

おいて「喫煙目的室設置施設標識」という。）を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入

口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。 

一 喫煙目的室（前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同

じ。）が設置されている旨 

二 その他厚生労働省令で定める事項 

４ 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設（以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。）の管理権原者は、

当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。 
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５ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令

で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。 

６ 喫煙目的室設置施設（喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。

以下この項及び第八項において同じ。）の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号

の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

７ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはな

らない。 

８ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならな

い。 

９ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとする

ときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。 

１０ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができ

る場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を

除去しなければならない。 

（喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等） 

第三十六条 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たしていないと認めると

きは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙

目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙

目的室設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告

することができる。 

２ 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準

に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示さ

れた喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識（喫煙目的室設置施設

に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の構造又は設備

が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。）を直ちに除去し、又は当該喫

煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停

止することを勧告することができる。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったと

きは、その旨を公表することができる。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る

措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（標識の使用制限） 

第三十七条 何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目

的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識（以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。）又は喫煙専用

室標識等に類似する標識を掲示してはならない。 

一 第二種施設等の管理権原者が第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定

により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合 

二 喫煙目的施設の管理権原者が第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定

により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合 

２ 何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする

行為をしてはならない。 
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５ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令

で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。 

６ 喫煙目的室設置施設（喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。

以下この項及び第八項において同じ。）の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号

の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

７ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはな

らない。 

８ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならな

い。 

９ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとする

ときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。 

１０ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができ

る場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を

除去しなければならない。 

（喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等） 

第三十六条 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たしていないと認めると

きは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙

目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙

目的室設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告

することができる。 

２ 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準

に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示さ

れた喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識（喫煙目的室設置施設

に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の構造又は設備

が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。）を直ちに除去し、又は当該喫

煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停
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３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったと

きは、その旨を公表することができる。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る

措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（標識の使用制限） 

第三十七条 何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目

的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識（以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。）又は喫煙専用

室標識等に類似する標識を掲示してはならない。 

一 第二種施設等の管理権原者が第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定

により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合 

二 喫煙目的施設の管理権原者が第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定

により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合 

２ 何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする

行為をしてはならない。 
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一 喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第三十三条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の

規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の

規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合 

二 喫煙目的室設置施設の管理権原者が第三十五条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規

定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は前条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四

項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合 

（立入検査等） 

第三十八条 都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定

施設等の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するため

の措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定施設等に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならな

い。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（適用関係） 

第三十九条 第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、

第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。 

２ 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事業自動車の内部

の場所については、旅客運送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。 

３ 旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場

所については、旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。 

４ 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該

場所については、特定施設の場所としてこの章の規定を適用する。 

５ 特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所については、旅客運送事業自動車等に

関するこの章の規定を適用する。 

（適用除外） 

第四十条 次に掲げる場所については、この節の規定（第三十条第四項及びこの条の規定を除く。以下この条において同

じ。）は、適用しない。 

一 人の居住の用に供する場所（次号に掲げる場所を除く。） 

二 旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所（同条第三項に規定

する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室（個室を除く。）の場所を除く。） 

三 その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの 

２ 特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設等の場所（当該同項

各号に掲げる場所に該当する場所に限る。）については、この節の規定は、適用しない。 

３ 特定施設等の場所において一般自動車等（旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。）

が現に運行している場合における当該一般自動車等の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。 

（受動喫煙に関する調査研究） 

第四十一条 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進する

よう努めなければならない。 
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（経過措置） 

第四十二条 この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又

は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）を定めることができる。 

第七章 特別用途表示等

（特別用途表示の許可） 

第四十三条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する

旨の表示（以下「特別用途表示」という。）をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析

表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出

しなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人（以下「登録試験機関」という。）に、第一項の許可

を行うについて必要な試験（以下「許可試験」という。）を行わせるものとする。 

４ 第一項の許可を申請する者は、実費（許可試験に係る実費を除く。）を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研

究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の

行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納

めなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 

６ 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品（以下「特別用途食品」という。）につき、内

閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。 

７ 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に

協議しなければならない。 

（登録試験機関の登録） 

第四十四条 登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額

の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。 

（欠格条項） 

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。 

一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はそ

の執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの 

二 第五十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人 

三 第五十五条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でそ

の取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人 

（登録の基準） 

第四十六条 内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者（以下この項において「登録申請者」という。）

が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して

必要な手続は、内閣府令で定める。 

一 別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を

有する者が実施し、その人数が同表の下欄に掲げる数以上であること。 

二 次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。 

イ 試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。 

ロ 許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 
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（経過措置） 

第四十二条 この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又

は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）を定めることができる。 

第七章 特別用途表示等

（特別用途表示の許可） 
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旨の表示（以下「特別用途表示」という。）をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析

表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出

しなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人（以下「登録試験機関」という。）に、第一項の許可

を行うについて必要な試験（以下「許可試験」という。）を行わせるものとする。 

４ 第一項の許可を申請する者は、実費（許可試験に係る実費を除く。）を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研
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めなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 

６ 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品（以下「特別用途食品」という。）につき、内
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ロ 許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 
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ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。 

三 登録申請者が、第四十三条第一項若しくは第六十三条第一項の規定により許可若しくは承認を受けなければならない

こととされる食品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第八項に

規定する営業者（以下この号及び第五十二条第二項において「特別用途食品営業者」という。）に支配されているも

のとして次のいずれかに該当するものでないこと。 

イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別用途食品営業者がその親法人（会社法（平成十七年法律第八十六

号）第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。 

ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。）にあっては、業務を執行

する社員）に占める特別用途食品営業者の役員又は職員（過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であっ

た者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。 

ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業者の役員又は職員（過去二年間に当該特別用途食品営業者の

役員又は職員であった者を含む。）であること。 

２ 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 

一 登録年月日及び登録番号 

二 登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

三 登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地 

（登録の更新） 

第四十七条 登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その

期間の経過によって、その効力を失う。 

２ 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

（試験の義務） 

第四十八条 登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可

試験を行わなければならない。 

（事業所の変更の届出） 

第四十九条 登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間

前までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。 

（試験業務規程） 

第五十条 登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程（以下「試験業務規程」という。）を定め、許可試験の業務の

開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければな

らない。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき

は、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

（業務の休廃止） 

第五十一条 登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止

してはならない。 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

第五十二条 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は

収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下

この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十八条第三号におい

て「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。 
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２ 特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることが

できる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法

により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当

該事項を記載した書面の交付の請求 

（秘密保持義務等） 

第五十三条 登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

２ 許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用

については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

（適合命令） 

第五十四条 内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、そ

の登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（登録の取消し等） 

第五十五条 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を

定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 

二 第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。 

三 正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 

四 第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。 

五 第五十条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。 

六 不正の手段により第四十三条第三項の登録（第四十七条第一項の登録の更新を含む。）を受けたとき。 

（帳簿の記載） 

第五十六条 登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定

める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

（登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止） 

第五十七条 登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をして

はならない。 

２ 内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないようにするため

の措置をとるべきことを命ずることができる。 

（報告の徴収） 

第五十八条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に

関し報告をさせることができる。 

（立入検査） 

第五十九条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に

立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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２ 特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることが

できる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法

により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当

該事項を記載した書面の交付の請求 

（秘密保持義務等） 

第五十三条 登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

２ 許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用

については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

（適合命令） 

第五十四条 内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、そ

の登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（登録の取消し等） 

第五十五条 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を

定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 

二 第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。 

三 正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 

四 第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。 

五 第五十条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。 

六 不正の手段により第四十三条第三項の登録（第四十七条第一項の登録の更新を含む。）を受けたとき。 

（帳簿の記載） 

第五十六条 登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定

める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

（登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止） 

第五十七条 登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をして

はならない。 

２ 内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないようにするため

の措置をとるべきことを命ずることができる。 

（報告の徴収） 

第五十八条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に

関し報告をさせることができる。 

（立入検査） 

第五十九条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に

立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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（公示） 

第六十条 内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 

一 第四十三条第三項の登録をしたとき。 

二 第四十七条第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。 

三 第四十九条の規定による届出があったとき。 

四 第五十一条の規定による許可をしたとき。 

五 第五十五条の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。 

（特別用途食品の検査及び収去） 

第六十一条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵

施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な

限度において当該特別用途食品を収去させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならな

い。 

３ 第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員が行うものとする。 

４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

５ 内閣総理大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。 

（特別用途表示の許可の取消し） 

第六十二条 内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を

取り消すことができる。 

一 第四十三条第六項の規定に違反したとき。 

二 当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。 

三 当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表

示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。 

（特別用途表示の承認） 

第六十三条 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承

認を受けることができる。 

２ 第四十三条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第六十一条の規定は同項の承認に係る食品

について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、「貯蔵施設」

と読み替えるものとする。 

（特別用途表示がされた食品の輸入の許可） 

第六十四条 本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による

承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を第四十三条第一項に規定する

特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び第七十二条第二号の規定を適用する。 

（誇大表示の禁止） 

第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他

内閣府令で定める事項（次条第三項において「健康保持増進効果等」という。）について、著しく事実に相違する表

示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 

２ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなけ

ればならない。 
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（勧告等） 

第六十六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の

健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対

し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

２ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

３ 第六十一条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの（特別用

途食品及び第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。）について準用する。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するもの

とする。 

（再審査請求等） 

第六十七条 第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定により保健所を設置する市又

は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすること

ができる。 

２ 保健所を設置する市又は特別区の長が第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定

による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任

を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の

十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。 

第八章 雑則

（事務の区分） 

第六十八条 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）

の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九

項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（権限の委任） 

第六十九条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任する

ことができる。 

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任す

ることができる。 

３ 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。 

４ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生

支局長に委任することができる。 

５ 地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者

庁長官に報告するものとする。 

第九章 罰則

第七十条 国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれら

の職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。 

２ 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同

項と同様とする。 
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（勧告等） 

第六十六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の

健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対

し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

２ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

３ 第六十一条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの（特別用

途食品及び第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。）について準用する。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するもの

とする。 

（再審査請求等） 

第六十七条 第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定により保健所を設置する市又

は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすること

ができる。 

２ 保健所を設置する市又は特別区の長が第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定

による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任

を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の

十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。 

第八章 雑則

（事務の区分） 

第六十八条 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）

の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九

項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（権限の委任） 

第六十九条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任する

ことができる。 

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任す

ることができる。 

３ 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。 

４ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生

支局長に委任することができる。 

５ 地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者

庁長官に報告するものとする。 

第九章 罰則

第七十条 国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれら

の職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。 

２ 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同

項と同様とする。 
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３ 第五十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 

４ 第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第七十一条 第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

二 第四十三条第一項の規定に違反した者 

三 第五十七条第二項の規定による命令に違反した者 

第七十三条 次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の

従業者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。 

二 第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった

とき。 

三 第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

四 第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

二 第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又

は忌避した者 

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七

十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 

一 第三十二条第三項、第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者 

二 第三十三条第三項、第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反した者 

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 

一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者 

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しな

かった者 

二 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

三 第五十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは

虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九

条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 
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（栄養改善法の廃止） 

第二条 栄養改善法（昭和二十七年法律第二百四十八号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から

三月を経過する日までの間は、第二十条第一項の届出をしないで、引き続きその事業を行うことができる。 

第四条 施行日前にした附則第二条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承認その他の処分又は申請その

他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律の相当の規定によってした許可、承認その他の処分

又は申請その他の手続とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一五年五月三〇日法律第五五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第二条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第六条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第八条（次号に掲げる改正

規定を除く。）及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から

第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日 

附 則 （平成一五年五月三〇日法律第五六号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次

の改正規定（「第三十九条」を「第四十条」に改める部分を除く。）、第六章の章名の改正規定、第三十二条の次に

二条を加える改正規定、第三十三条の改正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定は、

公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（施行前の準備） 

第二条 この法律による改正後の健康増進法（以下「新法」という。）第二十六条第三項の登録を受けようとする者は、

この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十六条の八第一項の規定による試験業務規程

の認可の申請についても、同様とする。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一七年六月二九日法律第七七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 
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（栄養改善法の廃止） 

第二条 栄養改善法（昭和二十七年法律第二百四十八号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から

三月を経過する日までの間は、第二十条第一項の届出をしないで、引き続きその事業を行うことができる。 

第四条 施行日前にした附則第二条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承認その他の処分又は申請その

他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律の相当の規定によってした許可、承認その他の処分

又は申請その他の手続とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一五年五月三〇日法律第五五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第二条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第六条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第八条（次号に掲げる改正

規定を除く。）及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から

第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日 

附 則 （平成一五年五月三〇日法律第五六号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次

の改正規定（「第三十九条」を「第四十条」に改める部分を除く。）、第六章の章名の改正規定、第三十二条の次に

二条を加える改正規定、第三十三条の改正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定は、

公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（施行前の準備） 

第二条 この法律による改正後の健康増進法（以下「新法」という。）第二十六条第三項の登録を受けようとする者は、

この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十六条の八第一項の規定による試験業務規程

の認可の申請についても、同様とする。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一七年六月二九日法律第七七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 
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（罰則に関する経過措置） 

第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則 （平成一七年七月二六日法律第八七号） 抄 

この法律は、会社法の施行の日から施行する。 

附 則 （平成一八年六月二一日法律第八三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める

日から施行する。 

一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条

並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 

二及び三 略 

四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九

条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、

第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第

九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六

条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 

五 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一

条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、

第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第百三十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前にした行為、こ

の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとさ

れる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（処分、手続等に関する経過措置） 

第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の

規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、こ

の附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律

の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを

除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞ

れの法律の規定を適用する。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成一九年四月二三日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条か

ら第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、

第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、



98 

第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、

第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九

条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日 

（罰則に関する経過措置） 

第百四十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。）の施行前

にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成一九年七月六日法律第一〇九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附

則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第十八条第一項の改正規定、

附則第六十四条中特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及

び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日 

附 則 （平成一九年七月六日法律第一一一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二〇年六月一八日法律第七三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二一年六月五日法律第四九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 

（処分等に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。）

の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがある

もののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「新法

令」という。）の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがある

もののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。 

３ この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施

行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これ

を、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

（命令の効力に関する経過措置） 

第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省

令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内

閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 
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第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、

第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九

条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日 

（罰則に関する経過措置） 

第百四十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。）の施行前

にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成一九年七月六日法律第一〇九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附

則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第十八条第一項の改正規定、

附則第六十四条中特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及

び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日 

附 則 （平成一九年七月六日法律第一一一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二〇年六月一八日法律第七三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二一年六月五日法律第四九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 

（処分等に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。）

の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがある

もののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「新法

令」という。）の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがある

もののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。 

３ この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施

行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これ

を、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

（命令の効力に関する経過措置） 

第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省

令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内

閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 
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（罰則の適用に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの

法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を

含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二三年六月二二日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定

及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四

条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日

本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書

の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条

までの規定 公布の日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（罰則に関する経過措置） 

第五十一条 この法律（附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、

政令で定める。 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にし

た行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。 

附 則 （平成二五年六月二八日法律第七〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条

及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

第十六条 この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資

の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした

処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二六年五月二一日法律第三八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （平成二六年六月四日法律第五一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一及び二 略 

三 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条（登録免許税法（昭和四十二年法律第

三十五号）別表第一第八十六号の改正規定に限る。）の規定 平成二十八年四月一日 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第七条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行

前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処

分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされてい

る許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこ

れらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律に

よる改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律

の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞ

れの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届

出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについて

は、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法

律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない

事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（罰則に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」

という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 
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（経過措置） 

第十六条 この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資

の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした

処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二六年五月二一日法律第三八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （平成二六年六月四日法律第五一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一及び二 略 

三 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条（登録免許税法（昭和四十二年法律第

三十五号）別表第一第八十六号の改正規定に限る。）の規定 平成二十八年四月一日 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第七条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行

前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処

分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされてい

る許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこ

れらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律に

よる改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律

の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞ

れの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届

出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについて

は、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法

律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない

事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（罰則に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」

という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 
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（処分等の効力） 

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によって

した又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。

以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の

定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令等への委任） 

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分

その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定

めがある場合を除き、なお従前の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなけ

れば訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起

すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後で

なければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起

すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）によ

り異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に

対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起につ

いては、なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたもの

については、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合

におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を

含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二九年五月三一日法律第四一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施

行する。 

（政令への委任） 

第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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附 則 （平成三〇年七月二五日法律第七八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第一条及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

三 第二条並びに附則第五条第一項及び第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令

で定める日 

（既存特定飲食提供施設に関する特例） 

第二条 既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫煙（第三条の規定による改正後の健康増進法

（以下「新法」という。）第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。附則第五条第一項を除き、以下同じ。）の

防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律

で定める日までの間における新法第二十九条第一項第二号、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、次

の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第二十九条第一項第二号イ及び第三十三条の見出し 喫煙専用室 喫煙可能室 

第三十三条第一項 

一部 全部又は一部 

専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第二項 

を専ら喫煙 を喫煙 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第三項 

喫煙専用室標識を 喫煙可能室標識を 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 

第三十三条第三項第一号 

喫煙専用室（ 喫煙可能室（ 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第四項 

喫煙専用室が 喫煙可能室が 

この節 この条及び次条 

喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

喫煙専用室の 喫煙可能室の 

第三十三条第五項 

喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

喫煙専用室に 喫煙可能室に 

第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 
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附 則 （平成三〇年七月二五日法律第七八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第一条及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

三 第二条並びに附則第五条第一項及び第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令

で定める日 

（既存特定飲食提供施設に関する特例） 

第二条 既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫煙（第三条の規定による改正後の健康増進法

（以下「新法」という。）第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。附則第五条第一項を除き、以下同じ。）の

防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律

で定める日までの間における新法第二十九条第一項第二号、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、次

の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

第二十九条第一項第二号イ及び第三十三条の見出し 喫煙専用室 喫煙可能室 

第三十三条第一項 

一部 全部又は一部 

専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第二項 

を専ら喫煙 を喫煙 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第三項 

喫煙専用室標識を 喫煙可能室標識を 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 

第三十三条第三項第一号 

喫煙専用室（ 喫煙可能室（ 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第四項 

喫煙専用室が 喫煙可能室が 

この節 この条及び次条 

喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

喫煙専用室の 喫煙可能室の 

第三十三条第五項 

喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

喫煙専用室に 喫煙可能室に 

第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

103 

喫煙専用室の 喫煙可能室の 

専ら喫煙 喫煙 

喫煙専用室に 喫煙可能室に 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第七項 

喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の 

喫煙専用室の 喫煙可能室の 

専ら喫煙 喫煙 

喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に 

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 

第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

第三十四条第一項 

喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の 

喫煙専用室の 喫煙可能室の 

喫煙専用室に 喫煙可能室に 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に 

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 

喫煙専用室が 喫煙可能室が 

第三十四条第二項及び第三項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

２ 前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際現に存する第二種施設（新法第二十八条第六号に規定す

る第二種施設をいう。）のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設（次の各

号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを

除く。）をいう。 

一 大規模会社（資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社をいう。次号において同じ。） 

二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げるもの 

イ 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社 

ロ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社（イに掲げるものを除く。） 

３ 喫煙可能室設置施設（第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をい

う。以下この条及び附則第四条第二項第三号において同じ。）の管理権原者（新法第二十六条に規定する管理権原者

をいう。次条第一項及び附則第四条において同じ。）は、前項に規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証

明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならない。 

４ 喫煙可能室設置施設の管理権原者等（新法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。次項並びに次条第二項及

び第三項において同じ。）は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。 
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５ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次条第三項において同じ。）は、この条

の規定の施行に必要な限度において、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況そ

の他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状

況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

６ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならな

い。 

７ 第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

８ 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者 

二 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

（指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置） 

第三条 新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等（以下この項並びに次条第一項第一号及び第四号において「第二

種施設等」という。）の管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ（新法第二

十八条第一号に規定するたばこ（以下この項において「たばこ」という。）のうち、当該たばこから発生した煙（蒸

気を含む。）が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをい

う。以下この項において同じ。）のみの喫煙（新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。）をすることができる

場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての新法第二十九条第一項、第三十三条及び第三十

四条の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関

する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句とする。 

第二十九条第一項第二号イ及

び第五号並びに第三十三条の

見出し 喫煙専用室 指定たばこ専用喫煙室 

第三十三条第一項 

たばこ 

指定たばこ（たばこのうち、当該たばこから発生した煙

が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでな

いたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以

下この項において同じ。） 

専ら喫煙 

喫煙（指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条におい

て同じ。） 

第三十三条第二項 

を専ら喫煙 を喫煙 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第三項 

喫煙専用室標識を 指定たばこ専用喫煙室標識を 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 

第三十三条第三項第一号 

喫煙専用室（ 指定たばこ専用喫煙室（ 

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 
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５ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次条第三項において同じ。）は、この条

の規定の施行に必要な限度において、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況そ

の他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状

況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

６ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならな

い。 

７ 第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

８ 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者 

二 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

（指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置） 

第三条 新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等（以下この項並びに次条第一項第一号及び第四号において「第二

種施設等」という。）の管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ（新法第二

十八条第一号に規定するたばこ（以下この項において「たばこ」という。）のうち、当該たばこから発生した煙（蒸

気を含む。）が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをい

う。以下この項において同じ。）のみの喫煙（新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。）をすることができる

場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての新法第二十九条第一項、第三十三条及び第三十

四条の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関

する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句とする。 

第二十九条第一項第二号イ及

び第五号並びに第三十三条の

見出し 喫煙専用室 指定たばこ専用喫煙室 

第三十三条第一項 

たばこ 

指定たばこ（たばこのうち、当該たばこから発生した煙

が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでな

いたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以

下この項において同じ。） 

専ら喫煙 

喫煙（指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条におい

て同じ。） 

第三十三条第二項 

を専ら喫煙 を喫煙 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第三項 

喫煙専用室標識を 指定たばこ専用喫煙室標識を 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 

第三十三条第三項第一号 

喫煙専用室（ 指定たばこ専用喫煙室（ 

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 
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第三十三条第四項 

喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が 

この節 この条及び次条 

喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

第三十三条第五項 

喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に 

第三十三条第六項 

喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

専ら喫煙 喫煙 

喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に 

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

第三十三条第七項 

喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の 

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

専ら喫煙 喫煙 

喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に 

喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 

第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

第三十四条第一項 

喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の 

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に 

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に 

喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 

喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が 

第三十四条第二項及び第三項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

２ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等（前項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専

用喫煙室設置施設等をいう。以下この条及び次条第二項第四号において同じ。）の管理権原者等は、当該指定たばこ

専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定た

ばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない。 

３ 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対

し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ
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専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を

検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

４ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならな

い。 

５ 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

６ 第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の過料に処

する。 

（標識の使用制限に関する経過措置） 

第四条 何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第二十七条第一項に規定する

特定施設等（次条第二項において「特定施設等」という。）において新法第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標

識（以下この条において「喫煙専用室標識」という。）、新法第三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標

識（以下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」という。）、新法第三十五条第二項に規定する喫煙目的室標

識（以下この条において「喫煙目的室標識」という。）、新法第三十五条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識

（以下この条において「喫煙目的室設置施設標識」という。）、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法

第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識（以下この条において「喫煙可能室標識」という。）、附則第二条第一

項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識（以下この条において「喫

煙可能室設置施設標識」という。）、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定

たばこ専用喫煙室標識（以下この条において「指定たばこ専用喫煙室標識」という。）若しくは前条第一項の規定に

より読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識（以下この条において「指

定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。）（以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。）又は喫

煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。 

一 第二種施設等の管理権原者が新法第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の

規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合 

二 新法第二十八条第七号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新法第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識

を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合 

三 附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第一項の規定により読み替えられた新法第

三十三条第二項の規定により喫煙可能室標識を掲示する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法

第三十三条第三項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合 

四 第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により指定たば

こ専用喫煙室標識を掲示する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により指

定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を掲示する場合 

２ 何人も、新法第三十七条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損

その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。 

一 新法第三十三条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者が同条第六項の規定により喫煙専用室標識を

除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は新法第三十四条第一項の規定

による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識

を除去する場合 

二 新法第三十五条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第九項の規定により喫煙目的室標識を除

去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法第三十六条第一項若しくは第

二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置

施設標識を除去する場合 
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専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を

検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

４ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならな

い。 

５ 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

６ 第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の過料に処

する。 

（標識の使用制限に関する経過措置） 

第四条 何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第二十七条第一項に規定する

特定施設等（次条第二項において「特定施設等」という。）において新法第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標

識（以下この条において「喫煙専用室標識」という。）、新法第三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標

識（以下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」という。）、新法第三十五条第二項に規定する喫煙目的室標

識（以下この条において「喫煙目的室標識」という。）、新法第三十五条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識

（以下この条において「喫煙目的室設置施設標識」という。）、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法

第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識（以下この条において「喫煙可能室標識」という。）、附則第二条第一

項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識（以下この条において「喫

煙可能室設置施設標識」という。）、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定

たばこ専用喫煙室標識（以下この条において「指定たばこ専用喫煙室標識」という。）若しくは前条第一項の規定に

より読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識（以下この条において「指

定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。）（以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。）又は喫

煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。 

一 第二種施設等の管理権原者が新法第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の

規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合 

二 新法第二十八条第七号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新法第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識

を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合 

三 附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第一項の規定により読み替えられた新法第

三十三条第二項の規定により喫煙可能室標識を掲示する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法

第三十三条第三項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合 

四 第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により指定たば

こ専用喫煙室標識を掲示する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により指

定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を掲示する場合 

２ 何人も、新法第三十七条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損

その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。 

一 新法第三十三条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者が同条第六項の規定により喫煙専用室標識を

除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は新法第三十四条第一項の規定

による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識

を除去する場合 

二 新法第三十五条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第九項の規定により喫煙目的室標識を除

去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法第三十六条第一項若しくは第

二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置

施設標識を除去する場合 
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三 喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定に

より喫煙可能室標識を除去する場合、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定に

より喫煙可能室設置施設標識を除去する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一

項の規定による勧告若しくは附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命

令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識を除去する場合 

四 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の

規定により指定たばこ専用喫煙室標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七

項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新

法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定

に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場 

３ 前二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 

（特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務） 

第五条 第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第四号に規定する特定施設において附則第一条第三号

に掲げる規定の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙（第二条

の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。）を防止するため、当該使用す

る者又は当該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。 

２ 特定施設等（新法第二十八条第五号に規定する第一種施設を除く。）においてこの法律の施行の際現に業務に従事す

る者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設

等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。 

（罰則に関する経過措置） 

第六条 この法律（附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況につ

いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和元年六月七日法律第二六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条（別表第一健康増進法（平成十四年法律第百三号）の項の改正規定に限る。）

及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 

（政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政

令で定める。 

（健康増進法の一部を改正する法律の一部改正） 

第八条 健康増進法の一部を改正する法律（平成三十年法律第七十八号）の一部を次のように改正する。 

第三条のうち、健康増進法第三十四条の改正規定中「「第二十六条第二項」を「第四十三条第二項」に、」を削り、

同法第二十九条第二項の改正規定中「の」を」を「」を」に改め、「の」に、「第二十七条第一項」を「第六十一条

第一項」及び「、「、前条第一号中「第二十六条第六項」とあるのは「次条第二項において準用する第二十六条第六

項」と」を削り」を削る。 



108 

附則第九条のうち地方自治法別表第一健康増進法（平成十四年法律第百三号）の項の改正規定中「第二十六条第二

項及び」及び「第四十三条第二項及び」を削る。 

別表（第四十六条関係） 

一 遠心

分離機 

二 純水

製造装置 

三 超低

温槽 

四 ホモ

ジ ナ イ

ザー 

五 ガス

クロマト

グラフ 

六 原子

吸光分光

光度計 

七 高速

液体クロ

マトグラ

フ 

八 乾熱

滅菌器 

九 光学

顕微鏡 

十 高圧

滅菌器 

十一 ふ

卵器 

次の各号のいずれかに該当すること。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を

除く。）、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は旧専

門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に基づく専門学校において医学、

歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務

に従事した経験を有する者であること。 

二 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含

む。）又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を

修めて卒業した後（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了し

た後）、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

四 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）、旧大学令に基づく大学

又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜

産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者

であること。 

五 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含

む。）又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修

めて卒業した後（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後）、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 

六 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

中欄の第一号から第三

号までのいずれかに該

当する者三名及び同欄

の第四号から第六号ま

でのいずれかに該当す

る者三名 
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附則第九条のうち地方自治法別表第一健康増進法（平成十四年法律第百三号）の項の改正規定中「第二十六条第二

項及び」及び「第四十三条第二項及び」を削る。 

別表（第四十六条関係） 

一 遠心

分離機 

二 純水

製造装置 

三 超低

温槽 

四 ホモ

ジ ナ イ

ザー 

五 ガス

クロマト

グラフ 

六 原子

吸光分光

光度計 

七 高速

液体クロ

マトグラ

フ 

八 乾熱

滅菌器 

九 光学

顕微鏡 

十 高圧

滅菌器 

十一 ふ

卵器 

次の各号のいずれかに該当すること。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を

除く。）、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は旧専

門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に基づく専門学校において医学、

歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務

に従事した経験を有する者であること。 

二 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含

む。）又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を

修めて卒業した後（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了し

た後）、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

四 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）、旧大学令に基づく大学

又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜

産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者

であること。 

五 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含

む。）又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修

めて卒業した後（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後）、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 

六 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

中欄の第一号から第三

号までのいずれかに該

当する者三名及び同欄

の第四号から第六号ま

でのいずれかに該当す

る者三名 
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３ 食育基本法 

 

 食育基本法（抄） 

(平成十七年六月十七日 法律第六十三号) 

最終改正：平成 21年 6月 5日法律第 49号 

 

二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽

ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすこ

とができるようにすることが大切である。 

 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、

改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々

な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育

てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもた

ちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな

人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。 

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れが

ちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩
そう

身志向などの

問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社

会に氾
はん

濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶ

ことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊か

な味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。 

こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが

求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、

地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率

の向上に寄与することが期待されている。 

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や

理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の

健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、

食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組

が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。 

 ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関

する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培

い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、

基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な

国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 
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(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成) 

第二条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身

の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。 

(食に関する感謝の念と理解) 

第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々

な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。 

(食育推進運動の展開) 

第四条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民そ

の他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国に

おいて展開されなければならない。 

(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割) 

第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとと

もに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子

どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。 

(食に関する体験活動と食育推進活動の実践) 

第六条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生

産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践するこ

とにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。 

(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献) 

第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産

とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産

者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進され

なければならない。 

(食品の安全性の確保等における食育の役割) 

第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食

品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を

深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければなら

ない。 

(国の責務) 

第九条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食育の

推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務) 

第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区

域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(教育関係者等及び農林漁業者等の責務) 

第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健(以下「教育等」という。)に関する職務に従事す

る者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体(以下「教育関係者等」という。)は、食に関する関心及び理解の

増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的

に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。 

２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体(以下「農林漁業者等」という。)は、農林漁業に関する体験活動等が食に

関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に

関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が
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(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成) 
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深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。 

(食品関連事業者等の責務) 

第十二条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体(以下「食品関連事業者

等」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるととも

に、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努め

るものとする。 

(国民の責務) 

第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯に

わたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。 

(法制上の措置等) 

第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけ

ればならない。 

(年次報告) 

第十五条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。 

 

第二章 食育推進基本計画等

(食育推進基本計画) 

第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作

成するものとする。 

２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 食育の推進の目標に関する事項 

三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告し、

及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。 

(都道府県食育推進計画) 

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策に

ついての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。 

２ 都道府県(都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議)は、都道府県食育

推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。 

(市町村食育推進計画) 

第十八条 市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道

府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「市

町村食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。 

２ 市町村(市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議)は、市町村食育推進計画を

作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。 
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第三章 基本的施策

(家庭における食育の推進) 

第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解深め、健全な食習慣の

確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の

提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄

養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進

を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 

(学校、保育所等における食育の推進) 

第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進するこ

とにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進

のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進に

おいて果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特

色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生

利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩
そう

身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等

についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。 

(地域における食生活の改善のための取組の推進) 

第二十一条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、

生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の

推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機

関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業

者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。 

(食育推進運動の展開) 

第二十二条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しく

はその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関

する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく全国において展開されるよう

にするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るため

の行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ず

るものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動

に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力を図りながら、

その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。 

(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等) 

第二十三条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を

構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を図るととも

に、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活

動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創

意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。 

(食文化の継承のための活動への支援等) 

第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝

統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 
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推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機

関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業

者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。 

(食育推進運動の展開) 

第二十二条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しく

はその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関

する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく全国において展開されるよう

にするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るため

の行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ず

るものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動

に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力を図りながら、

その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。 

(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等) 

第二十三条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を

構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を図るととも

に、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活

動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創

意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。 

(食文化の継承のための活動への支援等) 

第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝

統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 
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(食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進) 

第二十五条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、

食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等につ

いて調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関す

る正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の食生活に関す

る情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての情報交換その他国際交流

の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

第四章 食育推進会議等

(食育推進会議の設置及び所掌事務) 

第二十六条 内閣府に、食育推進会議を置く。 

２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施

を推進すること。 

(組織) 

第二十七条 食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。 

(会長) 

第二十八条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

(委員) 

第二十九条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により

命を受けて同法第四条第一項第十八号に掲げる事項に関する事務及び同条第三項第二十七号の三に掲げる事務

を掌理するもの(次号において「食育担当大臣」という。) 

二 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

三 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第三号の委員は、非常勤とする。 

(平二一法四九・一部改正) 

(委員の任期) 

第三十条 前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。 

(政令への委任) 

第三十一条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

(都道府県食育推進会議) 

第三十二条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその

実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。 

２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

 



114 

(市町村食育推進会議) 

第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の

推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。 

２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 

 

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
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(市町村食育推進会議) 

第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の

推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。 

２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 

 

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
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４ 東大和市地域福祉審議会条例 

 

 東大和市地域福祉審議会条例 

平成７年１２月２６日 

条例第３４号 

（設置） 

第１条 東大和市における地域福祉の推進を図るため、東大和市地域福祉審議会（以下「審議会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申

する。 

（１） 地域福祉計画（地域における福祉サービスの適切な利用の推進、地域における社会福祉を

目的とする事業の健全な発達及び地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項を

一体的に定める計画をいう。）に関すること。 

（２） 障害者計画（障害者の状況等を踏まえて策定される障害者のための施策に関する基本的な

計画をいう。）及び障害福祉計画（障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害福祉サービス

等に係る業務の円滑な実施に関する計画をいう。）に関すること。 

（３） 健康増進計画（健康増進の推進に関する施策、食育の推進に関する施策及び母子保健に関

する施策を総合的に推進するための計画をいう。）に関すること。 

（４） 地域福祉の施策の充実及び推進に関すること。 

（５） その他市長が必要と認める事項 

（組織及び委員） 

第３条 審議会は、委員２１人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 ３人以内 

（２） 保健医療関係者 ４人以内 

（３） 福祉等関係者 ９人以内 

（４） 公募による市民 ５人以内 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１名を置き、その選任方法は、委員の互選による。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（意見等の聴取） 

第７条 審議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。 

（専門部会） 

第８条 審議会のもとに専門的事項について調査審議するため、専門部会を置くことができる。 

２ 部会員は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、その選任方法は、部会員の互選による。 
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（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成８年３月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月１０日条例第６号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日に委嘱されている委員の任期は、改正後の第４条第１項の規定にかかわらず、

平成１７年１２月３１日までとする。 

附 則（平成２７年３月４日条例第７号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定は、同年７月１日から

施行する。 

 

東大和市地域福祉審議会委員         

(任期：平成 30年 7月 1日～令和 3年 6月 30日) 

会長：和 秀俊 副会長：辻 亮作 

 

 

選 出 区 分 氏  名 所    属 

学識経験者 和 秀俊 田園調布学園大学 

宮本 浩史   恩賜財団東京都同胞援護会 

大羽 敬子   東大和市商工会 

保健医療関係機関(団体) 辻 亮作   東大和市医師会 

齊藤 寛 東大和市歯科医師会 

野中 明人   東大和市薬剤師会 

早田 紀子   東京都多摩立川保健所 

福祉等関係機関(団体) 
小林 美智子 

  東大和市民生委員・児童委員協議会 

任期：令和元年 11月 30日まで 

神原 久 
  東大和市民生委員・児童委員協議会 

任期：令和元年 12月 1日から 

吉田 彰   東大和市シニアクラブ連合会 

千坂 真樹   多摩湖高齢者福祉施設経営者協議会 

井上 貴義   東大和市共同作業所連絡会 

水谷 雅弘   東大和障害福祉ネットワーク 

折原 義和   東大和市私立保育園園長会 

若松 眞由美   ボランティア会 

中澤 正至   東大和市社会福祉協議会 

獅子野 秀美   都立東大和療育センター 

公募市民 外池 武嗣  

野口 文雄  

山本 則文  

水落 宏  
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（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成８年３月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月１０日条例第６号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日に委嘱されている委員の任期は、改正後の第４条第１項の規定にかかわらず、

平成１７年１２月３１日までとする。 

附 則（平成２７年３月４日条例第７号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定は、同年７月１日から

施行する。 

 

東大和市地域福祉審議会委員         

(任期：平成 30年 7月 1日～令和 3年 6月 30日) 

会長：和 秀俊 副会長：辻 亮作 

 

 

選 出 区 分 氏  名 所    属 

学識経験者 和 秀俊 田園調布学園大学 

宮本 浩史   恩賜財団東京都同胞援護会 

大羽 敬子   東大和市商工会 

保健医療関係機関(団体) 辻 亮作   東大和市医師会 

齊藤 寛 東大和市歯科医師会 

野中 明人   東大和市薬剤師会 

早田 紀子   東京都多摩立川保健所 

福祉等関係機関(団体) 
小林 美智子 

  東大和市民生委員・児童委員協議会 

任期：令和元年 11月 30日まで 

神原 久 
  東大和市民生委員・児童委員協議会 

任期：令和元年 12月 1日から 

吉田 彰   東大和市シニアクラブ連合会 

千坂 真樹   多摩湖高齢者福祉施設経営者協議会 

井上 貴義   東大和市共同作業所連絡会 

水谷 雅弘   東大和障害福祉ネットワーク 

折原 義和   東大和市私立保育園園長会 

若松 眞由美   ボランティア会 

中澤 正至   東大和市社会福祉協議会 

獅子野 秀美   都立東大和療育センター 

公募市民 外池 武嗣  

野口 文雄  

山本 則文  

水落 宏  
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５ 東大和市健康づくり推進会議設置要綱 

 

東大和市健康づくり推進会議設置要綱 

昭和５６年６月２６日 

訓令第１３号 

(設置) 

第１条 市民の健康の維持・増進を図ることを目的として、東大和市健康づくり推進会議(以下「会議」

という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第２条 会議は、次に掲げる事項について検討する。 

（１） 健康づくりに関すること。 

（２） 保健センターに関すること。 

２ 会議は、個々の委員により表明された意見を市長に報告する。 

(構成) 

第３条 会議は、別表に定める委員 14名以内をもつて構成する。 

(任期) 

第４条 委員の任期は 2年とする。ただし、委員が欠けた場合による後任者の任期は前任者の残任期

間とする。 

(座長及び副座長) 

第５条 会議に座長及び副座長 1名を置き、その選任方法は、委員の互選による。 

２ 座長は、会議の進行を務める。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(招集) 

第６条 会議は、市長の求めに応じ座長が招集する。 

２ 会議が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。 

(専門部会) 

第７条 専門の事項を検討するため、会議に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会員は、委員のうちから座長が指名する。 

３ 専門部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ専門部会員が互選する。 

４ 専門部会は、検討の結果について座長に報告するものとする。 

５ 専門部会が必要と認めたときは、専門部会に専門部会員以外の者を出席させ、意見を聞くことが

できる。 

(庶務) 

第８条 会議の庶務は、福祉部健康課が行う。 

付 則 

この要綱は、昭和 56年 10月 1日から施行する。 

付 則(昭和 60年 9月 21日訓令第 30号) 

この訓令は、昭和 60年 10月 1日から施行する。 

付 則(平成 3年 7月 8日訓令第 32号) 

この訓令は、平成 3年 8月 1日から施行する。 

附 則(平成 5年 9月 30日訓令第 35号) 

この訓令は、平成 5年 10月 1日から施行する。 
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附 則(平成 7年 5月 31日訓令第 11号) 

この訓令は、平成 7年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 9年 3月 10日訓令第 4号) 

この訓令は、平成 9年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 13年 2月 15日訓令第 1号)  

この訓令は、平成 13年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年 2月 24日訓令第 5号) 

この訓令は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 8月 25日訓令第 27号) 

この訓令は、平成 23年 8月 25日から施行する。 

附 則(平成 24年 5月 10日訓令第 25号) 

この訓令は、平成 24年 5月 10日から施行する。 

附 則(平成 24年 8月 14日訓令第 32号) 

この訓令は、平成 24年 8月 14日から施行する。 

附 則(令和 2年 11月 5日訓令第 28号) 

この訓令は、令和 2年 11月 5日から施行する。 

 

 別表(第 3条関係) 

選出区分 人員 備考 

東大和市議会 1名  

東京都多摩立川保健所 1名  

公益社団法人東大和市医師会 1名  

一般社団法人東京都東大和市歯科医師会 1名  

一般社団法人東大和市薬剤師会 1名  

東京みどり農業協同組合 1名  

東大和市商工会 1名  

東大和市体育協会 1名  

東大和市シニアクラブ連合会 1名  

東大和市スポーツ推進委員 1名  

自治会 1名  

東大和市立小中学校校長会 1名  

東大和市社会教育委員 1名  

東大和市立小中学校保健部会 1名  
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附 則(平成 7年 5月 31日訓令第 11号) 

この訓令は、平成 7年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 9年 3月 10日訓令第 4号) 

この訓令は、平成 9年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 13年 2月 15日訓令第 1号)  

この訓令は、平成 13年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年 2月 24日訓令第 5号) 

この訓令は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 8月 25日訓令第 27号) 

この訓令は、平成 23年 8月 25日から施行する。 

附 則(平成 24年 5月 10日訓令第 25号) 

この訓令は、平成 24年 5月 10日から施行する。 

附 則(平成 24年 8月 14日訓令第 32号) 

この訓令は、平成 24年 8月 14日から施行する。 

附 則(令和 2年 11月 5日訓令第 28号) 

この訓令は、令和 2年 11月 5日から施行する。 

 

 別表(第 3条関係) 

選出区分 人員 備考 

東大和市議会 1名  

東京都多摩立川保健所 1名  

公益社団法人東大和市医師会 1名  

一般社団法人東京都東大和市歯科医師会 1名  

一般社団法人東大和市薬剤師会 1名  

東京みどり農業協同組合 1名  

東大和市商工会 1名  

東大和市体育協会 1名  

東大和市シニアクラブ連合会 1名  

東大和市スポーツ推進委員 1名  

自治会 1名  

東大和市立小中学校校長会 1名  

東大和市社会教育委員 1名  

東大和市立小中学校保健部会 1名  
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６ 第２次東大和市健康増進計画策定経過 

 

（1）地域福祉審議会 全体会 

日 程・会 場 主 な 審 議 内 容 

令和２年２月 10日 19:00～ 

東大和市役所会議棟 

平成31年度第２回  

(１)第６次地域福祉計画等福祉５計画進捗状況報告に 

ついて 

①アンケート調査(調査票と概要) 

(２)平成 30年度の実施状況報告について 

(３)答申(案)について 

令和２年８月 14日～31日 第６次地域福祉計画等福祉５計画策定に係る資料（骨子案）の送付 

令和２年11月17日 19:00～ 

東大和市役所会議棟 

令和２年度第１回 

(１)第６次地域福祉計画等福祉５計画(中間案)について 

(２)令和２年度地域福祉審議会の予定について 

令和３年２月 1９日 19:00～ 

東大和市役所会議棟 

令和２年度第２回 

(１)第６次地域福祉計画等福祉４計画(最終案)について 

(２)平成 31年度の実施状況報告について 

(３)答申(案)について 

 

（2）地域福祉審議会 専門部会 

部 会 日 程・会 場 主 な 審 議 内 容 

健康 

推進 

部会 

令和元年 11月 21日 19:30～ 

保健センター 

平成 31年度第１回 地域福祉審議会健康推進部会 

(１)第２次東大和市健康増進計画及び 

東大和市自殺対策計画の策定について 

①スケジュールについて 

②市民意識調査票について 

・市民の健康に関する意識調査票 

・健康に関する意識調査票 

(市内中学１年生対象) 

・こころの健康に関する市民意識調査 

(２)その他 

令和２年６月 30日 19:30～ 

保健センター 

令和２年度第１回地域福祉審議会健康推進部会 

(１)第２次東大和市健康増進計画及び東大和市自殺対

策計画(原案)について 

(２)その他 

・第２回 地域福祉審議会  

健康推進部会について 

令和２年 10月 22日 19:30～ 

保健センター 

令和２年度第２回地域福祉審議会健康推進部会 

(１)第２次東大和市健康増進計画及び東大和市自殺対

策計画(中間案)について 

(２)東大和市健康増進計画 平成 31 年度実施状況報告

(案)について 

(３)その他 

  ・第３回 地域福祉審議会  

健康推進部会について 



120 

令和３年１月 26日 19:30～ 

保健センター 

令和２年度第３回地域福祉審議会健康推進部会 

(１)第２次東大和市健康増進計画及び 

東大和市自殺対策計画(案)について 

(２)その他 

  ・第３回 地域福祉審議会全体会について 

 

（3）市民説明会 

区 分 日 程・会 場 主 な 内 容 参加者 

第１回 
令和２年１２月１９日 10:０0～ 

東大和市役所会議棟 

１．各計画(案)の説明 

① 各計画(案)の共通事項等について 

② 第６次地域福祉計画(案)について 

③ 高齢者福祉計画・第８期介護保険 

事業計画(案)について 

④ 第２次障害者総合プラン(案)について 

⑤ 第２次健康増進計画(案)について 

⑥ 自殺対策計画(案)について 

２．質疑応答 

３．その他連絡事項等 

３名 

第２回 
令和２年１２月２１日 13:０0～ 

東大和市役所会議棟 
９名 

 

（4）市民意見募集・閲覧 

区 分 意見募集期間等 主 な 内 容 

市 報 令和２年12月1日号に掲載 福祉５計画の意見募集について 

・第６次地域福祉計画(案)  

・高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画(案)  

・第２次障害者総合プラン(案)  

・第２次健康増進計画(案)  

・自殺対策計画(案)  

ホーム 

ページ 

令和２年 12月４日（金）～ 

令和３年１月４日（月） 

 

閲 覧 
令和２年 12月４日（金）～ 

令和３年１月４日（月） 

■設置場所 

市役所（各担当課窓口）、市民センター、公民館、新堀

地区会館、郷土博物館、中央図書館、総合福祉センター

は～とふるに閲覧用各計画案を配置 

 

（5）答  申 

区 分 日 程 主 な 内 容 

答申書 

提 出 
令和３年３月２３日（火） 

１ 地域福祉計画について 

２ 障害者計画及び障害福祉計画について 

３ 健康増進計画について 

４ 地域福祉の施策の充実及び推進に関すること 

５ その他市長が必要と認める事項 

「東大和市自殺対策計画」について 

 

 

 

 

 

 


